
平
成
二
十
二
年
五
月
十
三
日
提
出

質

問

第

四

六

九

号

米
軍
普
天
間
飛
行
場
及
び
嘉
手
納
飛
行
場
の
運
用
時
間
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

照

屋

寛

徳
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米
軍
普
天
間
飛
行
場
及
び
嘉
手
納
飛
行
場
の
運
用
時
間
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
軍
普
天
間
飛
行
場
及
び
嘉
手
納
飛
行
場
の
運
用
時
間
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
年
三
月
二
十
八
日
の
日
米
合
同
委
員
会
に

お
け
る
「
航
空
機
騒
音
規
制
措
置
」
（
以
下
、
騒
音
防
止
協
定
と
い
う
）
に
よ
っ
て
、
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
と
な
っ

て
い
る
。
だ
が
、
当
該
規
制
措
置
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
両
基
地
所
属
の
米
軍
機
や
他
の
米
軍
基
地
か
ら
飛
来
す
る
外

来
機
が
、
午
後
十
時
以
降
も
民
間
地
上
空
を
飛
び
回
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
間
、
私
や
当
該
基
地
周
辺
自
治
体
が
再
三
再
四

指
摘
し
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。

さ
て
、
国
土
交
通
省
航
空
局
と
気
象
庁
の
監
修
で
、
「A

e
ro
n
a
u
tica
l
In
fo
rm
a
tio
n
M
a
n
u
a
l
Ja
p
a
n

」
（
以
下
、

「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
と
い
う
）
と
い
う
計
器
飛
行
方
式
を
中
心
と
し
た
運
航
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
年
二
回
、
社
団
法
人
・
日
本
航
空
機

操
縦
士
協
会
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
る
。
「
Ａ
Ｉ
Ｍ－
Ｊ
」
に
は
、
法
令
等
で
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
「
飛
行
の
規
範
」
と
し
て
、

基
本
的
情
報
、
飛
行
手
順
、
航
空
気
象
、
安
全
対
策
な
ど
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
発
行
の
目
的
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
に
は
、
普
天
間
飛
行
場
や
嘉
手
納
飛
行
場
な
ど
米
軍
施
設
の
運
用
時
間
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一



こ
れ
ら
米
軍
飛
行
場
の
運
用
時
間
は
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
に
沿
っ
て
、
日
本
側
の
ど
の
部
局
に
、
い
か
な
る
頻
度
で
報
告

さ
れ
て
い
る
の
か
。
法
的
根
拠
と
併
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

三

「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
一
九
九
八
年
六
月
改
訂
版
に
よ
る
と
、
普
天
間
飛
行
場
の
運
用
時
間
は
、
月
曜
か
ら
金
曜
の
午
前
七
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
た
だ
し
火
曜
日
と
木
曜
日
は
午
後
十
時
ま
で
、
土
曜
日
は
午
前
七
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
、
日
曜
日

は
正
午
か
ら
午
後
四
時
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
改
訂
版
に
お
け
る
運
用
時
間
は
、
月
曜
か

ら
金
曜
が
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で
、
土
曜
日
は
午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
、
日
曜
日
は
運
航
な
し
に
変
更
さ

れ
て
い
る
。
「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
で
普
天
間
飛
行
場
の
運
用
時
間
が
午
後
十
一
時
ま
で
と
な
っ
た
の
は
い
つ
か
ら
か
、
具
体
的

に
示
さ
れ
た
い
。

四

現
行
の
「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
で
は
、
土
曜
日
の
普
天
間
飛
行
場
の
運
用
時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
平
日
と
同
様
に
運
用
さ
れ
て
い
る
実
態
に
つ
い
て
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

五

普
天
間
飛
行
場
に
お
け
る
騒
音
防
止
協
定
は
、
午
後
十
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
米
軍
機
の
飛
行
を
原
則
的
に
禁
止
し
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
の
「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
に
お
け
る
同
飛
行
場
の
平
日
の
運
用
時
間
が
午
後
十
一
時
ま
で
と

な
っ
て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二



六

嘉
手
納
飛
行
場
に
お
け
る
騒
音
防
止
協
定
も
、
午
後
十
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で
の
米
軍
機
の
飛
行
を
原
則
的
に
禁
止
し
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
行
の
「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
に
お
け
る
同
飛
行
場
の
運
用
時
間
が
二
十
四
時
間
（
終
日
）
と
な
っ

て
い
る
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

普
天
間
飛
行
場
が
平
日
午
後
十
一
時
ま
で
、
嘉
手
納
飛
行
場
が
二
十
四
時
間
運
用
で
き
る
こ
と
は
、
日
米
合
同
委
員
会
で

合
意
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
日
米
の
別
の
協
議
機
関
で
の
合
意
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

前
項
七
に
つ
い
て
日
米
間
で
何
ら
か
の
合
意
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
合
意
と
騒
音
防
止
協
定
の
ど
ち
ら
が
優
先
さ

れ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

現
行
の
「
Ａ
Ｉ
Ｍ－

Ｊ
」
に
基
づ
く
普
天
間
飛
行
場
及
び
嘉
手
納
飛
行
場
の
運
用
は
、
「
米
軍
の
運
用
の
所
要
の
た
め
に

必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
制
限
さ
れ
る
」
と
の
騒
音
防
止
協
定
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
恒
常
的
な
運
用
が
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
飛
行
場
の
騒
音
防
止
協
定
が
形
骸
化
し
て
い
る
実
態
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


